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法
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令
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号
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抄
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一
条
関
係
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○

輸
入
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す
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内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
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法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
百
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）
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○

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
条
約
の
規
定
に
よ
る
特
定
用
途
免
税
貨
物
の
指
定
）

（
条
約
の
規
定
に
よ
る
特
定
用
途
免
税
貨
物
の
指
定
）

第
二
十
五
条
の
二

法
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
（
特
定
用
途
免
税
）
に
規
定
す

第
二
十
五
条
の
二

法
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
（
条
約
の
規
定
に
よ
る
特
定
用

る
政
令
で
定
め
る
貨
物
は
、
次
に
掲
げ
る
貨
物
と
す
る
。

途
免
税
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
貨
物
は
、
次
に
掲
げ
る
貨
物
と
す
る
。

一

（
省

略
）

一

同

上

二

原
子
力
事
故
又
は
放
射
線
緊
急
事
態
の
場
合
に
お
け
る
援
助
に
関
す
る
条

二

原
子
力
事
故
又
は
放
射
線
緊
急
事
態
の
場
合
に
お
け
る
援
助
に
関
す
る
条

約
（
第
二
十
五
条
の
四
に
お
い
て
「
原
子
力
事
故
等
の
援
助
条
約
」
と
い
う

約
（
第
二
十
五
条
の
四
に
お
い
て
「
原
子
力
事
故
等
の
援
助
条
約
」
と
い
う

。
）
第
八
条
３
⒜
（
特
権
、
免
除
及
び
便
益
）
の
規
定
に
該
当
す
る
貨
物

。
）
第
八
条
３
⒜
の
規
定
に
該
当
す
る
貨
物

三

民
生
用
国
際
宇
宙
基
地
の
た
め
の
協
力
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
政
府
、
欧
州
宇

三

民
生
用
国
際
宇
宙
基
地
の
た
め
の
協
力
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
政
府
、
欧
州
宇

宙
機
関
の
加
盟
国
政
府
、
日
本
国
政
府
、
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
及
び
ア
メ
リ
カ

宙
機
関
の
加
盟
国
政
府
、
日
本
国
政
府
、
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
及
び
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
政
府
の
間
の
協
定
第
十
八
条
３
（
関
税
及
び
出
入
国
）
の
規
定
に
該

合
衆
国
政
府
の
間
の
協
定
第
十
八
条
３
の
規
定
に
該
当
す
る
貨
物

当
す
る
貨
物

四

核
融
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
研
究
分
野
に
お
け
る
よ
り
広
範
な
取
組
を
通
じ
た

四

核
融
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
研
究
分
野
に
お
け
る
よ
り
広
範
な
取
組
を
通
じ
た

活
動
の
共
同
に
よ
る
実
施
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
欧
州
原
子
力
共
同
体
と

活
動
の
共
同
に
よ
る
実
施
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
欧
州
原
子
力
共
同
体
と

の
間
の
協
定
第
十
三
条
１
（
租
税
）
の
規
定
に
該
当
す
る
貨
物

の
間
の
協
定
第
十
三
条
１
の
規
定
に
該
当
す
る
貨
物

五

平
和
的
目
的
の
た
め
の
月
そ
の
他
の
天
体
を
含
む
宇
宙
空
間
の
探
査
及
び

（
新

設
）

利
用
に
お
け
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の

間
の
枠
組
協
定
第
五
条
Ａ
（
税
及
び
手
数
料
）
の
規
定
に
該
当
す
る
貨
物
（

第
三
号
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
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○

輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
百
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
関
税
を
免
除
す
る
物
品
に
係
る
内
国
消
費
税
に
つ
い
て
の
免
税
等
の
手
続
等

（
関
税
を
免
除
す
る
物
品
に
係
る
内
国
消
費
税
に
つ
い
て
の
免
税
等
の
手
続
等

）

）

第
十
三
条

（
省

略
）

第
十
三
条

同

上

２
～
４

（
省

略
）

２
～
４

同

上

５

法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
定

５

法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
定

率
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
（
条
約
の
規
定
に
よ

率
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
（
条
約
の
規
定
に
よ

る
特
定
用
途
免
税
貨
物
の
指
定
）
に
掲
げ
る
貨
物
と
す
る
。

る
特
定
用
途
免
税
貨
物
の
指
定
）
に
掲
げ
る
貨
物
と
す
る
。

６
・
７

（
省

略
）

６
・
７

同

上


